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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第７条の規定に基づく茨城県過疎地域持続的発

展方針（令和３年度～令和 7 年度）は以下のとおりとする。 

この過疎地域持続的発展方針は、茨城県内の過疎地域の持続的発展を図るために定めるものであ

り、茨城県が行う過疎地域持続的発展のための大綱であるとともに、茨城県過疎地域持続的発展計

画及び過疎市町における過疎地域持続的発展市町村計画を定める際の策定指針となるものである。 

なお、地域の状況や取組の変化を踏まえ、必要に応じて変更を加えるものとする。 

 

 

Ⅰ 過疎地域の現状と問題点 

１ 過疎地域の現状 

(1) 地域の概況 

本県では、過疎地域対策緊急措置法（昭和 45 年法律第 31 号）に基づいて、北茨城市、御

前山村、七会村、山方町、美和村、緒川村、水府村、里美村、大子町の９市町村が過疎地域の

指定を受けた。 

その後、過疎地域振興特別措置法（昭和 55 年法律第 19 号）の施行に伴い、新たに桂村と

金砂郷村の２村が指定を受けて、11 市町村（１市２町８村）が過疎地域となり、一方、過疎

地域活性化特別措置法（平成２年法律第 15 号）においては、北茨城市が指定から外れ、10 町

村（３町７村：金砂郷町は、平成５年 11 月１日付で町制施行）に、また、過疎地域自立促進

特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）では、桂村が指定から外れ、９町村（３町６村）が過

疎地域となった。 

その後、平成 16 年 10 月 16 日に、山方町、美和村、緒川村、御前山村が大宮町との合併に

より常陸大宮市に、平成 16 年 12 月１日に、金砂郷町、水府村、里美村が常陸太田市との合

併により常陸太田市に、平成 17 年２月１日に七会村が桂村、常北町との合併により城里町と

なったが、過疎地域自立促進特別措置法第 33 条第２項の規定により合併以前に過疎地域であ

った旧山方町、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧金砂郷町、旧水府村、旧里美村、旧七会

村の８町村は引き続き、過疎地域として法の適用を受けた。 

また、平成 27 年国勢調査の結果に伴う法改正に伴い平成 29 年４月１日に利根町が過疎地

域の指定を受け、５市町 10 地域が過疎地域となった。 

令和３年４月１日の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19

号）の施行に伴い、稲敷市の旧桜川村及び行方市の旧麻生町の２地域が指定を受けて、これ

まで過疎地域であった常陸太田市の旧金砂郷町が指定から外れ、７市町 11 地域が過疎地域と

なり、その際、旧金砂郷町については、過疎地域に対する行財政上の支援措置が、令和８年度

まで適用されることとなった。 

今回、令和２年の国勢調査の結果に伴い、令和４年４月１日に、これまで一部区域が過疎

地域の指定を受けていた稲敷市、行方市及び河内町の全域、並びに城里町の旧桂村、また新

たに、かすみがうら市の旧霞ヶ浦町、潮来市の旧牛堀町、桜川市が過疎地域の指定を受け、11

市町 24 地域が過疎地域となった。 
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① 県北山間地域及び城里町の過疎地域 

常陸太田市（旧金砂郷町、旧水府村、旧里美村）、常陸大宮市（旧御前山村、旧山方町、

旧美和村、旧緒川村）、大子町（以下、「県北山間地域」とする。）及び城里町（旧桂村、旧

七会村）は、東京からおおむね 150 キロ圏内で、阿武隈・八溝山系の南部に広がる県北西

部の山間地帯に位置しており、南北に山地が連なり、その山地の間を流れる河川に沿って

丘陵地と平地が展開している。 

また、八溝山、御前山などの自然景観や温泉等の観光資源を有しており、一部地域は県

立自然公園に指定されている。 

土地利用の状況は、地形的条件から農地や宅地の割合が低い反面、林野率は極めて高く、

県全体の約 32％に対し、この地域を含む県北地域全体（城里町を除く）では約 69％（令和

４年４月１日現在）を占めている。 

さらに、本地域の過疎地域は、山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）では各市町の一部

地域が、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律

（平成５年法律第 72 号）では常陸太田市、常陸大宮市、城里町の一部地域、大子町の全域

が、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和 37

年法律第 88 号）では常陸太田市、常陸大宮市、大子町の一部地域が、それぞれ法律に基づ

く地域指定を受けている。 

 

② 潮来市及び行方市の過疎地域 

潮来市（旧牛堀町）及び行方市は、本県の東南部、都心からおおむね 70 キロ圏内に位置

しており、東は北浦、西は霞ヶ浦（西浦）に接している。 

潮来市全体の土地利用の状況は、農地が 33.9％、宅地は 10.2％、山林・原野・雑種地が

19.2%、その他が 36.7%となっている。 

行方市の土地利用の状況は、農地が 34.3%、宅地は 6.0%、山林・原野・雑種地が 29.1%、

その他が 30.6%となっている。 

 

③ 稲敷市、河内町及び利根町の過疎地域 

稲敷市、河内町及び利根町は、本県の南部、都心からおおむね 60 キロ圏内に位置してお

り、南は利根川等を挟んで千葉県に接している。 

稲敷市の土地利用の状況は、農地が 46.3％を占めており、宅地は 7.4％、山林・原野・雑

種地が 16.1％、その他が 30.2％となっている。 

河内町の土地利用の状況は、農地が 64.6％を占めており、宅地は 7.8％、山林・原野・雑

種地が 4.4％、その他が 23.2％となっている。 

利根町の土地利用の状況は、農地が 54％を占めており、宅地は 13.4％、山林・原野・雑

種地が 6.2％、その他が 26.4％となっている。 

 

④ かすみがうら市の過疎地域 

かすみがうら市（旧霞ヶ浦町）は、本県の南部、都心からおおむね 70 キロ圏内に位置し

ており、霞ヶ浦に三方を囲まれている。 
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かすみがうら市全体の土地利用の状況は、農地が 34.3％を占めており、宅地は 9.1％、山

林・原野・雑種地が 23.0％、その他が 33.6％となっている。 

 

⑤ 桜川市の過疎地域 

桜川市は、本県の中西部、都心からおおむね 70 キロ圏内に位置しており、北部は栃木県

に接している。 

桜川市の土地利用の状況は、農地が 30.3％を占めており、宅地は 8.9％、山林・原野・雑

種地が 40.9％、その他が 19.9％となっている。 

 

(2) 人口の動向 

① 県北山間地域及び城里町の過疎地域 

県北山間地域及び城里町（旧桂村、旧七会村）の総人口は昭和 55 年には 88,598 人であ

ったが、平成７年には 80,272 人、令和２年には 53,255 人となり、25 年間で 33.7%、40 年

間で 39.9%の減少となっている。 

５年間での人口減少率は、昭和 50 年から昭和 55 年にかけては 4.8%であったものの、 

昭和 55 年以降は３%前後で推移するなど鈍化傾向にあった。しかし、平成 12 年から平成

17 年にかけては 5.8%、平成 17 年から平成 22 年にかけては 7.6%、平成 22 年から平成 27

年にかけては 10.5%、平成 27 年から令和２年にかけては 11.9%と再び減少率が上昇する

傾向にある。 

なお、県全体では、昭和 55 年以降、平成 12 年まで平均 5.0％（５年間ごとの人口増加率

の単純平均）の増加で推移してきたが、平成 17 年以降は減少に転じている。 

高齢者比率（65 歳以上）は、昭和 55 年の県全体が 9.2％であるのに対し、この地域では

15.4％とその差が 6.2 ポイントであったものが、令和２年には、県全体の 29.9％に対し、

この地域では 44.4％でその差が 14.5 ポイントに広がっており、高齢化が急速に進展してい

る。 

また、生産年齢人口比率（15 歳以上 65 歳未満）は、令和２年には、県全体の 58.3％に

対し、この地域では 48.4％となっている。 

なお、この地域の総面積は県土全体の 15.8％（963ｋ㎡）を占めているが、人口は県全体

の 1.7％にとどまっている。 

世帯数は、県全体では、昭和 55 年の 692,855 世帯が令和２年には 1,184,133 世帯となり、

40 年間で 70.9％の大幅な増加を示しているが、この地域においては、昭和 55 年の 22,847

世帯が令和２年には 20,994 世帯となり、8.1%の減少となっている。 

一般世帯の一世帯当たり人口は、昭和 55 年では県全体が 3.66 人、この地域では 3.87 人

であったが、令和２年には、県全体が 2.37 人に、この地域では 2.47 人となっており、県全

体、この地域ともに同様の傾向を示している。これは、県全体では、主に核家族化の進行に

よって、世帯分離が進んだことによるのに対し、この地域では、地域全体の人口減少がそ

のまま一世帯当たり人口の減少に反映されたものと考えられる。 

この地域の就業構造は、昭和 50 年と平成 27 年を比較すると、県全体と同様、第１次産

業従事者が減少し、第３次産業従事者が増加する傾向にあるが、特徴として、平成 27 年時
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点で県全体とこの地域を比較すると、第２次産業従事者がほぼ同率でありながら、この地

域では、第１次産業従事者の割合が県全体を 8.2 ポイント上回り、第３次産業従事者の割

合が 8.2 ポイント下回っている。 

なお、この地域を含む過疎市町の県内総生産額（名目）は、県全体の 2.5％（平成 30 年

度）となっている。 

 

② 潮来市及び行方市の過疎地域 

潮来市（旧牛堀町）及び行方市の総人口は、昭和 55 年には 49,452 人であったが、平成

7 年には 48,622 人、令和 2 年には 36,827 人となり、25 年間で 24.3%、40 年間で 25.5%の

減少となっている。 

高齢者比率（65 歳以上）は、平成 7 年の県全体が 14.2％であるのに対し、この地域は

19.7％であったが、令和 2 年には、県全体の 29.9％に対し、この地域は 36.2％と高齢化が

急速に進展している。 

また、令和 2 年における生産年齢人口比率（15 歳以上 65 歳未満）は、県全体の 58.3％

に対し、この地域では 53.9％となっている。 

この地域の世帯数は、平成 7 年の 11,985 世帯に対し、令和 2 年には 12,795 世帯となり

6.8％増加しているが、一世帯当たりの人口は、平成 7 年の 4.06 人が、令和 2 年には、   

2.88 人と減少している。 

この地域の就業構造は、平成 7 年と平成 27 年を比較すると、県全体と同様、第１次産業

従事者が減少し、第３次産業従事者が増加する傾向にある。 

 

③ 稲敷市、河内町及び利根町の過疎地域 

稲敷市、河内町及び利根町の総人口は、昭和 55 年の 69,151 人に対し、平成７年には

83,580 人と 15 年間で 20.9％増加したが、令和２年には 62,610 人と、平成７年から 25 年

間で 25.1%減少している。 

高齢者比率（65 歳以上）は、平成 7 年の県全体が 14.2％であるのに対し、この地域は

16.4％であったが、令和２年には、県全体の 29.9％に対し、この地域は 39.2％と高齢化が

急速に進展している。 

また、令和２年における生産年齢人口比率（15 歳以上 65 歳未満）は、県全体の 58.3％

に対し、この地域では 52.4％となっている。 

世帯数は、平成７年の 22,069 世帯に対し、令和２年には 23,628 世帯と 7.06％増加して

いるが、一世帯当たりの人口は、平成７年の 3.74 人が、令和２年には 2.58 人と減少してい

る。 

この地域の就業構造は、平成７年と平成 27 年を比較すると、第１次及び第２次産業従事

者が減少し、第３次産業従事者が増加する傾向にある。 

 

④ かすみがうら市の過疎地域 

かすみがうら市（旧霞ヶ浦町）の総人口は、昭和 55 年には 17,821 人であったが、平成

7 年には 19,067 人と、15 年間で 7.0%増加したが、令和２年には 14,564 人となり、平成 7
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年からの 25 年間で 23.6%の減少となっている。 

高齢者比率（65 歳以上）は、平成 7 年の県全体が 14.2％であるのに対し、この地域は

20.2％であったが、令和２年には、県全体の 29.8％に対し、この地域は 39.0％と高齢化が

急速に進展している。 

また、令和２年における生産年齢人口比率（15 歳以上 65 歳未満）は、県全体の 58.3％

に対し、この地域では 51.9％となっている。 

世帯数は、平成 7 年の 4,892 世帯に対し、令和２年には 5,182 世帯となり 5.9％増加して

いるが、一世帯当たりの人口は、平成 7 年の 3.9 人が、令和２年には、2.8 人と減少してい

る。 

この地域の就業構造は、平成 7 年と平成 27 年を比較すると、県全体と同様、第１次産業

従事者が減少し、第３次産業従事者が増加する傾向にある。 

 

⑤ 桜川市の過疎地域 

桜川市の総人口は、昭和 55 年の 51,171 人に対し、平成７年には 51,972 人と 15 年間で

1.6％増加したが、令和２年には39,122人と、平成７年から 25 年間で24.7%減少している。 

高齢者比率（65 歳以上）は、平成 7 年の県全体が 14.2％であるのに対し、この地域は

18.5％であったが、令和２年には、県全体の 29.8％に対し、この地域は 34.4％と高齢化が

急速に進展している。 

また、令和２年における生産年齢人口比率（15 歳以上 65 歳未満）は、県全体の 58.3％

に対し、この地域では 55.3％となっている。 

世帯数は、平成７年の 13,278 世帯に対し、令和２年には 13,453 世帯と 1.3％増加してい

るが、一世帯当たりの人口は、平成７年の 3.91 人が、令和２年には 2.91 人と減少してい

る。 

この地域の就業構造は、平成 7 年と平成 27 年を比較すると、第１次及び第２次産業従事

者が減少し、第３次産業従事者が増加する傾向にある。 

 

(3) 財政力の状況 

財政力指数は、合併による行財政改革の推進、広域化等の効果により、合併前の旧過疎町

村の数値と比較すると大幅に改善しているものの、令和２年度においては県全体（単純平均）

の 0.71 に対し、過疎市町の平均は 0.44 となっている。 

 

２ 地域を取り巻く状況 

(1) 災害の影響 

平成 23 年３月に発生した東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故により、住宅、道路、

橋梁、港湾、漁港等が甚大な被害を受けたものの、早期の復旧・復興や災害に強い県土づくり

に全力を注いできた結果、社会基盤の復旧・復興はほぼ完了したところである。 

また、令和元年東日本台風により甚大な浸水被害が発生したが、国・県・市町村等の連携に

より、河道掘削や堤防整備などの復旧・復興を進めているところである。 

なお、竜神大吊橋におけるバンジージャンプや袋田の滝ライトアップなど地域の観光資源
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を生かした新たな取組により、県北山間部地域全体での観光入込客数は、震災前の水準に回

復しているものの、未だ一部には福島第一原子力発電所事故による風評が残っている。 

 

(2) 社会経済情勢の変化 

人口減少や少子高齢化の急激な進展に伴い、労働力人口の減少や経済成長の鈍化、さらに

は社会保障の持続性の危機が現実のものとなってきているほか、森林・農地等の荒廃、集落

機能の低下、空き家の増加など、過疎地域を取り巻く状況は、一層厳しさを増している。 

一方、情報通信技術の発展により、過疎地域における地理的な不利性を克服することが可

能となり、新たな産業の振興や交流拡大が期待されている。 

また、国民の価値観の多様化やライフスタイルの転換が進み、自然環境への関心の高まり

や心の豊かさ・ゆとりへの希求、若年層の間で地方への移住志向が強まっている等の背景も

あり、過疎地域が有する新たな生活空間や安らぎを得る場としての役割に対する期待はます

ます高まっている。 

 

(3) 周辺地域の変化 

交通体系については、常磐自動車道、北関東自動車道が全線開通し、東関東自動車道水戸

線の未開通区間（潮来 IC～鉾田 IC 間）の整備や首都圏中央連絡自動車道の４車線化も進ん

でおり、新たな人的・物的交流が期待される。 

鉄道については、平成 27 年３月に上野と東京を結ぶ上野東京ラインが開業し、一部の電車

の品川駅までの直通運転が実現し、利便性が向上し、交流の拡大に寄与している。 

港湾については、茨城港（日立港区、常陸那珂港区、大洗港区）が首都圏の北側のニューゲ

ートウェイ、鹿島港が東側のニューゲートウェイとしての役割を担っており、高速道路ネッ

トワークの整備進展によるアクセス向上もあり、その重要性はさらに増している。 

また、茨城空港については、国内線４路線、国際線６路線が就航しており、令和元年度の旅

客数は過去最高となる 77 万 6 千人となるなど、北関東の空の玄関口として、国内外からの誘

客や広域的な観光ルートの形成等に寄与している。なお、令和２年度は、新型コロナウィル

ス感染症の影響により海外との人の往来が制限されたため、国際線全路線が運休し、利用者

がゼロとなった。国内線利用者についても、緊急事態宣言等に伴う旅客需要の減少を受け、

全体では、前年度比 73.1%減の 20 万 9 千人となった。 

さらに、東海地区においては、平成 20 年 12 月に稼働した東海村の世界最先端の大強度陽

子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）をはじめ、原子力関係の研究機関が集積しているほか、つくば

地区には 29 の国等の研究・教育機関が立地するなど、最先端科学技術の集積が図られている。 

 

(4) 地域内の動向 

① 県北山間地域及び城里町の過疎地域 

県北山間地域及び城里町の過疎地域の交通ネットワークは、国道 118 号袋田バイパス及

び国道 461 号水府・里美拡幅等による縦軸の道路の整備や、横軸となる北茨城大子線や十

王里美線等の整備が進むとともに、広域農道や林道の整備も順調に進められ、周辺都市等

との連絡もさらに改善されている。 
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JR 水郡線は、水戸市から常陸太田市及び福島県郡山市までを結び、県北地域の公共交通

の要となっており、県及び沿線市町が連携し、利用促進を図っている。令和 3 年 5 月から

サイクルトレインの実証実験が実施され、新たな取組が行われている。 

平成 28 年には、常陸大宮市岩崎地内（旧大宮町。国道 118 号沿い）及び常陸太田市下河

合町内（旧常陸太田市。国道 349 号沿い）に相次いで「道の駅」が整備され、その情報発

信機能や地域連携機能を生かした様々な取組を行っている。 

また、観光拠点の整備について、キャンプ・アウトドア施設や特産品を活用した体験・交

流施設、袋田の滝新観瀑台などの地域の特性・魅力を生かした施設が着実に整備されてきて

いる。 

交流人口の拡大を図るため、県北地域に点在する多様な地域資源（自然、歴史・文化遺産、

食、アクティビティ、温泉等）をつなぐことにより、新しい滞在・体験型のツーリズムの推

進を図っている。 

雇用の確保や産業の誘致については、那珂西部工業団地の分譲がほぼ終了し、雇用の場の

確保が図られているほか、宮の郷工業団地（旧大宮町と旧金砂郷町）においても木材関連産

業を始めとする企業立地が大幅に進展したことに伴い、地域内の住宅団地の整備と併せ、定

住化へ向けて一定の成果を上げている。 

 

② 潮来市及び行方市の過疎地域 

潮来市（旧牛堀町）は、潮来市の北西部に位置し、霞ヶ浦、常陸利根川に面する地域で、

市街地を中心に水田、丘陵が広がっている。 

図書館を拠点とした生涯学習の魅力を高めるとともに、権現山公園や常陸利根川を生か

し、ボート競技など水辺のレクリエーション環境の充実を図っている。 

行方市は、南北に国道 355 号と水戸神栖線、東西に国道 354 号が整備され、交通の結節

点になっている。 

霞ヶ浦、サツマイモを用いた観光振興を進めており、特にサツマイモを軸としたテーマ

パーク「なめがたファーマーズヴィレッジ」が平成 27 年にオープンし、多くの観光客が訪

れている。また、国のナショナルサイクルルートの指定を受けた「つくば霞ヶ浦りんりん

ロード」は、今後、国内外から更なる利用者の増加が見込まれることから、これらの利用者

を北浦側へ誘客する施策の展開に取り組んでいる。 

今後、東関東自動車道水戸線（潮来 IC～鉾田 IC 間）の整備により、北関東自動車道や首

都圏中央連絡自動車道と一体となって、鹿島港や茨城港、成田空港、茨城空港などの交流

拠点を結ぶ陸・海・空の広域交通ネットワークが形成されるとともに、（仮称）麻生インタ

ーチェンジと（仮称）北浦インターチェンジの計画や国道 355 号牛堀麻生バイパスの整備

により、産業の活性化や地域振興が大きく飛躍するものと期待されている。 

 

 

③ 稲敷市、河内町及び利根町の過疎地域 

稲敷市は、つくば市や成田市といった南北それぞれの中核的な都市と、首都圏中央連絡

自動車道（圏央道）で結ばれているとともに、国道 125 号桜川バイパスや、新川江戸崎線
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Υ ήϦʺῖ χὫ τσμοΜϥʻԅ ϱрЌ˔ЎϴрЅ τΣΪϥ ◕

ῖ ☼ χἹ Ϟʺ θσԅ ῬỘ χ ʺ ӽΣάΰẸ Ϭᶨ ΰθ ṛ יּ

χӾ σςτϢϤʺᾼ χ Ϟ◕ ϒχ Ϭ μοΜϥʻ 

ᴱ ψʺ Ϭ βϥἹπ ί ״ ꜛ כּ ΥΚϤʺ ״ πψ ◕ϒὫ

ϐ⁯ 408‹Υ ΰʺ ᵁ χῖכּ χ ρσμοΜϥʻжϱІЅвйϬψαϛρΰ

θ ӽ▀ χ͒ⱳᴟ ϞʺЖк˔рϬᶨ ΰθ Κϥ ỘםᾝσςτϢϤʺᾼ χ

Ϭ μοΜϥʻ 

₢ ψʺ χ Ͼ≤ ʺ χ︡︣ τϢϤῖ χὫ τσμοΣϤʺ

18 τψֿב Ệ Υᵫ ΰ ᾉϒχϯϼЈІΥΰ ΰοΜϥʻ ῢᶎ

χθϛʺἋΦᴪʾἋΦ Нрϼϒχ Ϭ ΰοΜϥϕΤʺ  ρσμθ ᶘ  Ϭ

ᶨ ΰθ ϳϴиКІІЪ˔Б ᶘσςτϢϤʺῖ ῢχᶈ Υṍ ήϦοΜϥʻ 

 

 ΤβϙΥΞϣ◕χᵃ ӽ 

ΤβϙΥΞϣ◕ψʺḅ ῖ ρΰο JR Ϟ ꜛ כּ ʺ⁯ ͒‹ʺ⁯ 354‹

Ϭ ΰʺ ΤϣχϯϼЈІτϜἻϘϦοΜϥρρϜτʺ┴ ֦ ꜛ כּ Ϟ ᴎ

֦ Υᵄу֦χḢΊ и˔ЕρσμοΜϥʻ 

Ϙθ ẛ̋ᵄу֦ ψᵄу֦χ ʾᶨ Ϭ ϥθϛ ḕ̋ẽ Ϟ Ộʺ ẫỘχ ọ

Ϟʺˮ Ϭ˯ה῝≥ ρΰθ Ἃḧχᶨ ʺϱЦрЕᵫ℗σςτϢϤʺῖ ῢχᶈ

τ ϛοΜϥʻ 

 

 ┴ ◕χᵃ ӽ 

┴ ◕ψʺ Ϭ τᴅ βϥ JR ᾭ Ϟ ḩ ꜛ כּ ʺ⁯ 50‹χϕΤʺνΨ

ω׃◓ Ϟ ᴎ Υ ήϦʺ◕ ᵰρχϯϼЈІτἻϘϦοΜϥʻϘθʺ 62

τ ρσμθḩ χ τΣΜοψʺˮ νΨωᵄу֦ϤϭϤϭк˔Ж˯Υ

ήϦʺ ᾕ τЗЄдЗиЂϱϼии˔Еρΰο◙ ήϦοΜϥʻ 

σΣʺ ḩ ꜛ כּ ┴ IC ӽτνΜοʺ σ◕ᵹᴟỸӽϒχ Ϭ♪

τʺὓᵊ ʾ ᵬ σϱрТж ϞʺӺ ʾ ♅ʾ Ộ χ‰ⱳ ◕Ṑ χ Ϭ

Ϥʺ◕χ ᶋẤ χἹ τ ϛοΜϥʻ 

Ϙθʺῖ ῢχḢ Τϣψʺ֗ԏḢᴝϞбЫЃϼжʺ χ ϙˢ χϋσϘν

Ϥ σxςχḢΊⱢᾛτνΜοʺ ḕẽχ Ϟ ᵫ Ϭ ϛʺ ẁ Ϭ μοΜϥʻ 

ήϣτ ◕̋τΣΜοs ᴠ ˣ ЕрКиχ Ϭ ϛοΣϤʺ ᶨχ Υΰ

βϥρρϜτʺᾉ ʾᾉ ӽḧχ ὀếᴟΥᾋ₅ϘϦʺήϣτ Ἃ ϘπϬ τὫ

ϐṁ꞊ϜἹ ήϦϥάρΤϣʺ ᾕ▀ỘϞ ḢʾΊϬ◦Πϥ ρΰοṍ ήϦοΜϥʻ 

 

͏ ᵃ ӽχᴿ  

(1)  ▀Ộχ ọρᾼ χᶎ  

ʾ Ἱ τ σ ὯχϜρπ ▀̋Ộχ ọϬ ϥθϛτψʺ Ộʺ ▀Ộʺ

ỘẉόḢΊχὫόνΦϬếϛʺϋρνχ ▀ χ ▀ʾᴥῬʾ ρΜμθ Ϭ ӽπԁ

Ḥΰο“Ξσςʺ ϬЫК˔ЅЮрЕβϥЄІГЭϬ  βϥ ΥΚϥʻ 










































